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行政書士の出番ですよ！！
〜不断の改善／信頼の構築〜

会長メッセージ

　社会のཁ੥や本会の՝題にؑみ、会務ӡӦにおいて、国民໨ઢにཱͪ、あらためて඼Ґ保࣋にؔして、
࣍の事項について会員の皆さまにお఻えし、自律ੑの޲上をਤりたいとଘじます。

【注意勧告】
ͮجし、それにࢪを࣮ߋ規定の৽ઃがあり、本会会ଇのมࠂק行の行政書士法の一෦վ正に஫ҙࢪ೥ࡢ　
く「ฉき取り調査等にؔする規ଇ」を制定しࢪ行しています。

行政書士法（抄）
（注意勧告）
第��条の２　行政書士会は、会員がこの法律ຢはこの法律にͮجく໋ྩ、規ଇその他౎ಓ෎ݝ知事の
処分に違反するおそれがあるとೝめるときは、会ଇの定めるところにより、当該会員にରして、஫ҙ
をଅし、ຢはඞཁなાஔを講ず΂きことをࠂקすることができる。

　૯務ল自࣏行政ہ行政՝௕௨知において、「なお、վ正法のఏҊ者は、վ正法のझࢫについて、h行政書士
は依頼を受けて、ެ׭ॺにఏग़する書類を作成すること等を業務として行政にؔするखଓきのԁ׈な࣮ࢪに
日、行政書士の業務が多༷Խする中にあって、一૚国ࠓ。してまいりましたࢿ上に޲༩し、国民のརศのد
民のχʔζを的֬に把握し、国民のݖརརӹの࣮ݱにࢿすることがٻめられております。このため、行政書
士の業務の҆定ੑを֬保するとともに、国民にରする、より࣭のߴいサʔビスのఏڙを࣮ݱするݟ地から、
本ى૲Ҋをಘた もɦのとઆ໌しています」とあり、本条৽ઃのվ正झࢫは、Լઢ෦分と理解できます
（Լઢච者）。˞１

　上هԼઢの一෦の「国民にରするʙݟ地から」で、ずいͿΜੲになりますが、思いग़されることがあり
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ます。ࢧ෦で研修の୲当として、ઌഐの会員に*$5の講ࢣ依頼を行ったことがありました。そのときの研
修झࢫとしては、「会員の業務の֦大につながる研修」をお願いしましたが、ઌഐからは、「建ઃ業法の໨
的は、建ઃ業者の業務の֦大を໨的としたものではなく、ൃ஫者を保護する法律である」とのこと。それ
では、「行政書士法で規定されている行政書士会のࢧ෦が、行政書士をརする໨的の事業（研修）を行う」
ことは、「法律のઐ໳家としていかがか」と問われ「行政書士法は、まず、国民のための法律である」との
ॿݴをしっかりといただきました。
　ະ熟なࢲにとっては、“໨からうろこ”であり、ࢧ෦、ฌݿ会およͼ日本行政書士会連合会（日行連）の
行政書士制౓におけるՌたす΂き໾ׂは、「会員のためではなく、国民のためのʹ会員の඼Ґ保࣋、業務
վળਐาである」とڧくೝࣝするきっかけとなりました。
　また、制౓のԊֵや政෎ఏҊのֳ法ではなくٞ員ཱ法であることからも「もともと行政書士制౓は、׭
による政ࡦではなく国民のχʔζによってできた制౓であり、国民のχʔζに応えることができなければ
ଘଓできない制౓であると考えることができる」˞２ともࣔされています。

【倫理義務研修】
用による行政書士のୁั者をग़す事ଶとなり࢖書の不正ٻ೥、他の୯Ґ会ではありますが、৬務上੥ࡢ　
ました。ڐされないこの事ଶを໠লし、行政書士制౓の信頼を取り໭す取り૊みとして、日行連は、会員
のྙ理研修の受講ٛ務Խをܾ定しました。ஞ࣍、࣮ࢪされていくことになります。
　本会では、طに、৽ೖ会員ٛ務研修とྙ理会ଇٛ務研修の受講をٛ務Խしています。
　研修෦を૑ઃし、৽ܕコϩφ΢イϧスײછ঱֦大๷止の؍఺からさま͟まな޻෉をしていただきながら
ฌݝݿ಺の受講֨ࠩのੋ正に取り૊Μでいただいています。
　さらに、研修෦は、ྙ理会ଇٛ務研修に、日行連の中央研修所研修サイトのプラοトϑΥʔϜ（ビデオ・
オン・デマンドγスςϜ）の正ࣜӡ用に൐い、このར用と会৔のग़੮とのซ用で、޿いฌݝݿ಺の受講֨
ࠩのੋ正に໾ཱてようと取り૊Μでいただきました（݄̔３ࡏݱ୯Ґ会がར用）。会員の皆さま΁のརศ
にも໾ཱͪますが、より多くの会員の方の受講は、適正な業務਱行による多くの国民の方ʑのݖརརӹに
つながることがͶらいです。˞３

【職務上請求書】
　また、ৄしくは、૯務෦等ؔ܎෦ॺからઆ໌がありますが、৬務上੥ٻ書の取りѻいについてมߋがあ
ります。日行連のٛ務研修のະ受講、その他の事Ҋ、処分の಺༰などにより、৬務上੥ٻ書の෷いग़しの
ౚ݁や࢖用の禁止について規定されます。ࡏݱも不適੾なࡌهについて、૯務෦୲当の໾員、෦員およͼ
৬員によりࡉ৺の஫ҙを෷ってର応いただいていますが、国民΁のਓݖ৵֐が無いよう、より適正な࢖用
に޲けたมߋがなされますので、会員の皆さまもご理解の上より適੾なࡌهを行ってください。

【事務所所在地の登録】
　会務ӡӦ上、࢒೦なことですが、法律等に఍৮するおそれがあることにૺ۰するような৔合があるかも
しれまͤΜ。ྫえば事務所の所ࡏ地がొ࿥されている಺༰と違うঢ়گがൃ֮したことなどがあります。࠷
ۙは、ϗʔϜϖʔδやަྲྀサイト（4/4）などの8&#サイトを活用されることがあり、一ൠ会員の事務所
所ࡏ地が２つ以上ݱれるようなέʔスがあったり所ࡏ不໌となり連བྷが取れなかったりする৔合です。
　連བྷઌが不໌֬であることや連བྷが取れないことは、依頼者の信頼をଛͶ、その会員΁の指ಋにもࢧো
をきたし、඼Ґ保࣋ができないことは໌らかです。このような৔合をؚめて、会員の所ଐஂ体による適੾
な指ಋ等΁のظ଴は、国民の信頼に大きく作用します。
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　そして、行政書士は、ڧ制ೖ会制౓であり、他士業からもݟてとれるように、ڧ制ೖ会は、国民からの
信頼という఺において、業務独占が規定されるためのॏཁなཁૉです。よって、行政書士໊฽΁のొ࿥の
ਅ正ੑは、行政書士制౓の信頼のࠜװであり、この໊฽のॏཁੑをೝࣝしていただかなければなりまͤΜ。
　ͪなみに、本会は、会員を指ಋしたり国民をඇ行政書士から保護したりするための໊฽を੔උしなけれ
ばなりまͤΜ。しかし、会員の事務所をએ఻するためにଘࡏするものではないということを理解しなけれ
ばなりまͤΜ。

【会費等の納入】
　また、本会は、ฏ成��೥から会අのೲೖ方法の指定ฒͼにࢧ෦ӡӦඅの取ѻいにؔするཁߝを定めてお
り、࠲ޱৼସの方法のみのೲೖを行っていただいています。しかし、̑೥をܦաして、ۇかなਓ਺になっ
てきていますが、ະೲや଺ೲになる৔合があります。
　඼Ґ保࣋がなされていないঢ়گとなります。࢒೦なことですが、ࡒ務෦と法規෦の連ܞで、଺ೲ者がग़
るなどしたときは、ૌুにより解ܾさͤていただく৔合もあります。また、৘ใのެදなどのݕ౼もਐめ
てまいります。
　行政書士制౓は、会員の皆さまの会අで、ҡ࣋ӡӦされています。その໨的は、国民のための会員の඼
Ґ保࣋と業務վળਐาにࢿする事業にࢧग़します。
　よって、会අのະೲや଺ೲがあった৔合は、その会員の方は、たͪまͪではないまでも、国民にରして
ଛࣦを༩えているのではないかと考えています。
　大多਺の会員の皆さまは、制౓のҡ࣋ӡӦにݙߩいただいており、Ҿきଓきの඼Ґ保࣋にご協力とごࢧ
ԉをお願いします。

　以上のように「国民のため」を೦಄に、行政書士法の໨的等にԊった会務ӡӦに取り૊Μでいますが、
それにࠜࠩしたӡӦをண࣮に行うことこそが、会員の皆さまのひいては本会の社会的なධՁにつながると
いうޮՌをもたらすものと思います。
　また、行政書士法は、日本国ݑ法第��条第１項の৬業બ୒の自༝（Ӧ業の自༝）の制限法の一໘があり
ます。それでありながらも、本法のٞ員ཱ法による制定は、申੥などにରする無知をいいことに国民から
法外なඅ用をཁٻするような業者をഉআするなどの行政書士制౓に、ެڞの෱ࢱの֓೦（ಉ条にあり）と
なる制໿ࠜڌが政ݱ࣮ࡦにݟいだͤたゆえΜです。よって、本法に規定されたஂ体である本会が、本法の
໨的を考ྀͤずにӡӦすることは、それらの自༝の不当な৵֐にもつながりかͶないとの考えもࣔされて
いるものと理解しています。˞̐

　つきましては、あらためて国民໨ઢをॏ視した会員の皆さまの඼Ґ保࣋の自律的な取り૊みにより、会
務としても自律ੑの޲上をਪしਐめたいとଘじます。
　このたͼの項໨以外にも඼Ґ保࣋等にؔわる՝題は多ʑご͟いますが、会員の皆さまとその解ܾに取り
૊Μでまいります。より一૚のご協力をお願い申し上げます。
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